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地方における鉄道ネットワークの維持を求める意見書 

地方における鉄道ネットワークを維持するよう強く要望する。 
理由 
鉄道は、全国を結ぶ基幹的な公共交通機関であり、社会的、経済的に重要な社

会基盤である。そして、全国の鉄道ネットワークとつながる地方の鉄道路線は、

地域住民の通勤、通学をはじめとする日常生活や、観光などの地域経済を支える

重要な役割を担っている。 

しかし、人口減少や自家用車の普及に加え、新型コロナウイルス感染症の影響

により鉄道の利用者は減少傾向にあり、鉄道事業者は厳しい事業運営を迫られて

いる。本年７月、ＪＲ東日本は利用者の少ない鉄道路線の収支を公表し、本県を

営業区間に含む６路線も対象となった。また、国土交通省の有識者検討会は地方

公共団体による地域公共交通活性化再生法協議会等の方法に加え、新たに国によ

る特定線区再構築協議会（仮称）を設ける方法により、利用状況が厳しい路線に

ついて、最長でも協議開始後３年以内に対策を決定すべきとの提言をまとめたが、

鉄道ネットワークの維持は、国の交通政策の根幹として考えるべき課題であり、

ＪＲの鉄道ネットワークについては、国鉄改革の経緯を踏まえ、その実施者であ

る国の責任において、適切に維持されるべきである。 

よって、国においては、地方における鉄道ネットワークの維持を図るため、次

の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 地域住民にとって大切な移動手段である地方における鉄道ネットワークを維

持できるよう、コロナ禍の影響により経営が悪化している鉄道事業者に対して、

一定の経営支援を国の責任において行うこと。 

２ 国鉄改革時に制度設計された、不採算路線を含めて事業全体で採算を確保す



 

るという事業構造が維持できないのであれば、国において今後の鉄道ネットワ

ークの方向性を示すこと。 

３ 鉄道事業の廃止や運行計画の変更手続きにおいては、鉄道事業者側の事情・

判断だけでなく、沿線地域の意向も尊重するよう協議会を主導すること。併せ

て、地域における鉄道利用促進の取組やその成果、廃止に伴う影響等を国が評

価する等、現行の鉄道事業法制度の見直しを行うこと。 

４ 沿線の地方公共団体が行う利用促進等の取組に対する国の支援を拡充するこ

と。 

上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 


